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税務調査１日診断（模擬税務調査）

任せて安心

Ｔ Ｏ Ｍ Ａ の

税 務 調 査

公益法人の多くは法人税、消費税の申告義務がありません。申告義務がなくても給与の支払いを

している場合、源泉所得税についての税務調査がくる可能性があります。慣れない税務調査対応

の結果、多額の追徴課税が発生するケースが増えています。そのようなことにならないよう、事前

に準備しておくことをお勧めします。

ＴＯＭＡの「税務調査1日診断」サービスでは、国税局OBによる模擬税務調査で税務調査のリハー

サルが可能です。

●税務調査の事前対策

●税務調査のアドバイス、指導

●税務調査１日診断（模擬税務調査）

こんなお手伝いができます！

※現在の顧問税理士との契約はそのままで

“セカンドオピニオン”としても対応いたします。

事前打合

模擬調査

調査対策

下記項目の対策はできていますか？ 準備不足の場合には早急に対策をする必要があります。

公益法人特有といえる税務調査論点（一例）

～こんな法人様におすすめ～

□法人税、消費税の申告をしておらず、顧問税理士がついていない。

□ 顧問税理士が高齢で最新の税制に対応しているか不安だ。

□ 税務調査の対応をしたことがなく不安だ。

□ 非常勤の方の源泉徴収に不安がある。

公益社団法人・公益財団法人様向け

① 非常勤の方にお支払いしている報酬、お車代についての源泉所得税。

（税務調査では必ずといってよいほど論点に上がる項目です。裏を返せば、否認事例が非常に多い項

目とも言えます）

② 法人で行っている事業について、法人税法上の収益事業であるとの指摘を受ける可能性があります。

（この場合、過年度に遡って課税され無申告加算税等も課されることとなります）

③ 法人で行っている事業の経費について、個人に対する給与に該当するものであるとの指摘を受ける可

能性があります。



ISO9001 ISO27001認証取得
FAX送信先 03-6266-2556

貴法人名 お役職

ご担当者名 TEL

住所 〒 FAX  必ず記入

E-MAIL 業種 従業員数

このままFAXで送信ください。 折り返し日程調整のご連絡を差し上げます。

・税理士22名・国税局OB税理士9名・公認会計士3名・公認会計士試験合格者1名・米国公認会計士1名・特定社会保険労務士6名・社会保険労務士2名・社会保険労

務士試験合格者10名・中小企業診断士4名・弁護士2名・司法書士6名・行政書士3名・不動産鑑定士1名・土地家屋調査士1名・宅地建物取引士3名・M&Aシニアエキス

パート3名・人事労務コンサルタント20名・経営コンサルタント10名・医療経営コンサルタント10名・ITコンサルタント10名・CFP、AFP5名・相続診断士1名・賃貸不動産経

営管理士2名・知的資産経営認定士1名・登録政治資金監査人1名ほか 総人数200名

2020.02（H-03H）

■無料相談等 お申込書

■問合せ

■グループ会社 ＴＯＭＡ社会保険労務士法人 ＴＯＭＡ公認会計士共同事務所 ＴＯＭＡ行政書士法人 藤間司法書士法人

ＴＯＭＡ税理士法人・ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社

ＴＥＬ 03-6266-2531 FAX 03-6266-2556 https://toma.co.jp Mail toma@toma.co.jp 担当：酒井・藤村・若林

〒100-0005東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館3階

（東京/シンガポール〔アジア統括〕/ロサンゼルス〔アメリカ統括〕）

＜ＴＯＭＡのビジョン＞ 日本一多くの100年企業を創り続け 1000年続くコンサルティングファームになります

■ 税務調査１日診断 －税務調査で慌てないための１日診断－

ＴＯＭＡの税務調査立会サービスでは、経験豊富な税理士と税務調査士、9名の国税局OB税理士が連携して

お客様をサポート。国税局OB税理士は一般的な法人課税だけでなく、国際課税、資産税（相続や譲渡等）、国

税不服審判所、査察部など各分野、各部署の出身者が在籍。各専門分野を活かして総合的にサポートします。

「税務調査1日診断」サービスでは、実際の税務調査の流れに沿い、よく聞かれる部分や調査当局が目

をつける部分についてヒアリングや帳簿の調査を行い、税務調査のシミュレーションを行います。

９名の国税局ＯＢ税理士と税務調査士が税務調査を徹底サポート。

～税務調査の立会い、個別相談も承ります～

すでに税務署から調査の連絡がきている場合は、調査の立会、税務署との交渉を

ＴＯＭＡが行うことも可能です。

個別の案件についての税務相談のみも承っています。

1時間 2万円～ お気軽にお声がけください。

【料金設定】 訪問作業 1日 25万円～ （国税局OB税理士も訪問いたします）

ご希望の税目、規模や投下時間によって金額が異なります。状況を考慮して見積もりを

提示いたします。

調査対象税目は以下の4つからお選びいただけます。

1. 法人税 2. 消費税 3. 源泉所得税 4. 印紙税

「税務調査１日診断」では、模擬的な税務調査を行います。帳簿書類やそれに関連する書類の

整備状況も確認します。１日診断終了後には、書面添付制度の導入をお勧めしています。


